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議　題 概　要 結　果

議
決
事
項

東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会が共同で運営する事業所で執務させる嘱託職員・パート職員・アルバイト職員の雇用及び
労務管理に関する変更協定書締結の件 最低賃金の改定に伴う左記協定書の締結 異議なく可決承認

早期独立弁護士等に対する経済的支援に関する規則一部改正の件 経済的支援の対象に、産休期間及び育児期間の一般会費免除を受けた者を
追加する改正 異議なく可決承認

委員会一般規則一部改正の件 司法修習開始時期の変更に伴い、司法修習委員会委員等の任期の始期を
1月から4月に変更するための関連規則の改正 異議なく可決承認

司法修習委員会規則一部改正の件 同上 異議なく可決承認

2023年度選挙管理委員会委員選任の件 任期満了に伴う左記委員会委員の選任 異議なく可決承認

一般会費免除申請の件（1件目） 疾病を理由とする免除申請 会費支払免除を認める旨、異議なく可決承認

一般会費免除申請の件（2件目）　 疾病を理由とする免除申請 既納分を含め会費支払免除を認める旨、異議なく可決承認

入会審査及び指定法付記請求 入会審査25件、指定法付記請求3件 入会及び指定法付記を異議なく可決承認

諮
問
事
項

資格承認及び指定法 資格承認申請2件 承認を是とする旨を異議なく答申

事務局長選任の件 任期満了に伴う事務局長の選任 選任を是とする旨を異議なく答申

業務支援室嘱託（災害対策担当）選任（再任）の件 業務支援室嘱託（災害対策担当）1名の選任 選任を是とする旨を異議なく答申

業務支援室嘱託（高齢者・障がい者総合支援センター担当）選任（再任２名）の件 業務支援室嘱託（高齢者・障がい者総合支援センター担当）2名の選任 選任を是とする旨を異議なく答申

調査室嘱託（会規等に関する調査担当）選任（再任）の件 調査室嘱託（会規等に関する調査担当）1名の選任 選任を是とする旨を異議なく答申

広報室嘱託選任（再任３名）の件 広報室嘱託3名の選任 選任を是とする旨を異議なく答申

業務支援室嘱託（非弁護士取締委員会担当）選任（新任）の件 業務支援室嘱託（非弁護士取締委員会担当）1名の選任 選任を是とする旨を異議なく答申

人権救済基金援助申請（令和5年（救）第2号）の件 人権救済基金援助金支出に関する人権救済基金設置規則第7条に基づく諮問 援助を是（援助金額50万円）とする旨を異議なく答申

人権救済基金援助申請（令和5年（救）第4号）の件 人権救済基金援助金支出に関する人権救済基金設置規則第7条に基づく諮問 援助を是（援助金額50万円）とする旨を異議なく答申

日弁連からの「実費の予納を懲戒手続の手続開始要件とすることが可能である旨確認する決議」（総会決議案）について（意見照会）の回答の件 日弁連からの左記意見照会への回答 回答案を是とする旨を異議なく答申

第二東京弁護士会会則一部改正の件 左記議案を二弁総会に付議する件 総会付議を是とする旨を異議なく答申

報
告
事
項

オンライン接見の法制度化を求める会長声明 2023年7月19日に会長声明を発した旨の報告

法制審議会区分所有法制部会「区分所有法制の見直しに関する中間試案（案）」に対する意見書案の件 日弁連からの左記意見照会への回答報告

洋食ダイニングitsumoとの出店契約書、及び当初使用料免除に関する覚書締結の件 地下1階に出店するテナントとの左記契約書及び覚書の締結報告

互助会運営細則一部改正の件 左記細則の改正報告

法律研究会（マンション管理研究会）新設の件 左記法律研究会の新設報告

日弁連司法修習費用問題対策本部全体会議報告の件 左記会議での検討状況報告

株式会社NSDとのコンサルティング契約締結（IT業務支援）の件 左記契約書の締結報告

2023年度幹事選任の件 決定した幹事人選の報告

弁護士推薦委員会報告の件　 推薦結果の報告

会員異動の件（登録取消及び登録換え含む。8/31現在） 8/31現在　6,848名（正会員6,445名、外国特別会員209名、法人会員188名、外国法人特別会員6名） 
登録取消9件、登録換え退会6件

報告者は、第3回常議員会以降、議事会規及び
常議員会へのオンライン出席に関する規則に基づく
承認を経て、オンライン出席している。会場参加と

常議員会
〈報告者〉  岡村 英郎（54期）

令和5年9月11日 常議員40人中29人出席

報告
同様の没入感・臨場感を味わうことはできないもの
の、議論参加するのに何ら支障はなく、今回も気になっ
た幾つかの点について質問することができた。
冒頭、会長から、会員増加の施策の一環として、
法律事務所との意見交換を実施しており、年度後半
にその成果を活かしたいとの説明があった。今後、
常議員会等の場でその取組に係る報告があると思う
が、楽しみである。
日弁連関連の議題・報告が複数あった。そのうち
の一つが、懲戒手続において実費の予納を手続開

始要件とすることに係る意見照会に対する回答案で
あった。具体的な制度設計の検討はこれからのよう
であるが、常議員からは濫用的懲戒請求の問題点等
を理由に前向きな意見が多かった一方で、事務局の
更なる負担の増大を懸念する意見もあった。
早期独立弁護士等に対する経済的支援に関する

規則の改正が提案され、承認された。出産・育児に
より会費免除を受けている者につき、免除期間終了
後3年間の支援申請を認める等により支援対象者の
拡大を図るものである。改正後の実施状況を注目し

たい。
人権救済基金援助申請の議題が2件あり、いずれ

も承認された。同援助制度は当会の特徴的な制度と
のことであるが、会内では必ずしも十分知られていな
いとして、更なる広報を求める意見も出た。
新たな地下テナント（洋食・喫茶）との出店契約

を締結したことが報告された。常議員会後にふらっと
立ち寄ることができないのが、オンライン出席の難点
であろうか。�

常議員会報告


